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知的障害者更生相談所 
知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第１２条の規定により設置されたものであり、次の業務を行っ

ている。 

 

１ 知的障害者更生相談所の業務 

平成２５年度から、障害者総合支援法が施行され、障害者施策の実施主体が市町に一元化されたことに

伴い、当所の業務の一部が変更された。 

  

(1) 相談業務 

１８歳以上の知的障害者及びその家族などから施設利用、日常生活、療育手帳、医療、進路、就労、障

害年金、各種手当等についての相談に応じ、専門家による助言、指導を行っている。また、市町や関係機関

等と連携し、必要な支援を行っている。 

来所による相談が困難な者に対しては、福祉事務所や市町などと連携し、出張による相談にも応じてい

る。 

 

(2) 判定業務 

相談内容に応じ、専門家による各種判定を行っている。その主な内容は次のとおりである。 

業 務 種 別 業   務   内   容 

市町からの依頼

による判定 

市町が知的障害者の援護を行うにあたり、医学的、心理学的及び職能的判定が必要

な場合に、その求めに応じて判定を行う。 

療育手帳の判定 療育手帳の交付及び更新のための判定。 

手 当 の 判 定 
手当の支給を希望する在宅の知的障害者について、特別児童扶養手当・特別障害者

手当の支給要件に該当するか否かの判定をする。 

 

(3) 情報提供 

ア 障害年金等診断書作成にかかる情報提供 

          知的障害者が、医療機関で障害年金等診断書の作成を依頼する際、障害程度、経緯等について本

人・家族等の求めにより、情報提供をする。 

   イ 職業指導にかかる情報提供 

知的障害者が公的機関で職業指導を受ける際、その指導に資するために、本人同意のもと当該機関

からの依頼に応じて障害の程度等について情報を提供する。  

   ウ 被害解決のための情報提供 

          知的障害者が詐欺などの被害にあった場合、その問題解決のために、本人同意のもと当該支援機関 

からの依頼に応じて情報提供をする。 

 

(4) 市町に対する支援 

市町が障害者に対して相談に応じたり、障害福祉サービスの支給決定の際の障害程度区分や、支援の

必要性についての整理等に関して困難が生じた場合に、市町からの求めに応じて技術的助言をして行っ

ている。 
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２ 管内の状況 （人口、世帯数は平成２８年４月１日現在） 

圏

域 
市 町 名   人 口  （人） 世帯数 （世帯） 

療育手帳所持者(人) 
(H28.3.31 現在) 

（人） 

相談数 （人） 

(H28.3.31 現在) 

石

川

中

央 

金 沢 市 ４６５,１１２ ２００,０４７ ３，０７５ ２５１ 

か ほ く 市 ３４,１９５ １１,６５３ ２８０ ４０ 

白 山 市 １０９,５２６ ３８,７６３ ７９５ ７２ 

野 々 市 市 ５４,９４５ ２４,７３７ ３２９ ２６ 

河北郡 
津 幡 町 ３６,８４４ １２,５８７ ２５８ ２１ 

内 灘 町 ２６,９５８ １０,４８９ １５８ １４ 

南

加

賀 

小 松 市 １０６,６１２ ３８,２４２ ７３２ ５２ 

加 賀 市 ６６,７６０ ２４,８５２ ５４７ ６９ 

能 美 市 ４８,７５１ １７,４００ ３７７ ２７ 

能美郡 川 北 町 ６,３５５ １,８４６ ３１ ３ 

能

登

中

部 

七 尾 市 ５４,８５９ ２０,８０９ ５１３ ４３ 

羽 咋 市 ２１,５５８ ８,０６０ １８９ １９ 

羽咋郡 
志 賀 町 ２０,２００ ７,４７０ ２００ １５ 

宝達志水町 １３,０４３ ４,４３２ １３８ １９ 

鹿島郡 中 能 登 町 １７,４４０ ６,０６３ １６２ ９ 

能

登

北

部 

輪 島 市 ２６,６５０ １０,４２４ ２７６ ５２ 

珠 洲 市 １４,４５７ ５,８２６ １１６ １１ 

鳳珠郡 
穴 水 町 ８,６１０ ３,３７９ ７２ １１ 

能 登 町 １７,２９０ ６,８１２   １７３ １１ 

管 外      １３ 

計 １,１５０,１６５ ４５３,８９１ ８，４２１ ７７８ 
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３ 相談判定状況（平成２７年度） 
 

(1) 相談処理状況 

区分 

取

扱

実

人

員 

相     談     内     容 （件） 

療

育

手

帳 

生

活 

職

業 

施

設 

医 
 

 

療 

手

当 

情

報

提

供 

他

機

関

へ

の 

そ

の

他 計 

（人） 

来 所 ３２１ ３２０ １   １８    ３３９ 

書 類 ４２６ ２６８  １０    １０３  ４５  ４２６ 

出 張 ３１ ３１        ３１ 

計 ７７８ ６１９ １ １０  １２１  ４５  ７９６ 

 

 

(2) 判定状況   

 

区 分 

判
定
実
人
員
（人
） 

判  定  内  容（件） 

医
学
的
判
定 

判 
 

定 
心

理

学

的 
職
能
的
判
定 

社

会

診

断 

手
当
の
評
価

特
別
障
害
者 

そ

の

他 

計 

来 所   ３１８ １２０ ３１８  ３１８ １９  ７７５ 

書 類 ２５３  ２５３  ２５３ ４６  ５５２ 

出 張 ３１  ３１  ３１ １５  ７７ 

計 ６０２ １２０ ６０２  ６０２ ８０  １，４０４ 

 

 

(3) 文書交付状況          （単位：件） 

区 分 

文  書  交  付 

療

育

手

帳 

情

報

提

供 

診
断
書
用
の 

情

報

提

供 

他

機

関

へ
の 

手
当
診
断
書 

特
別
児
童
扶
養 

証 
 

明  

書 

そ 
 

の 
 

他 

計 

来 所 ３１８ ２３  ２１  ３６２ 

書 類 ４１２ １０５ ５０ １ ３  ５７１ 

出 張    ３１     ３１ 

計 ７６１ １２８ ５０ ２２ ３ ９６４ 

 


